
 

【出向先事業所賃金補填額・負担額調書 記載例（C型の場合） その１】 

  

右上に記載している支給対象
期中に出向を実施した出向労働
者毎に記載してください。 

支給対象期中に出向を受け入
れている場合にはその始期を記
載してください。既に提出して
いる計画届に記載している出向
期間内の日付となっていること
を確認してください。 

支給対象期中に出向が終了し
た場合は当該年月日を、支給対象
期よりも後に出向が終了する場
合は、その予定の日付を記載して
ください。 

この日付は②から１か月以上
２年以内の日付である必要があ
ります。 

出向先事業主が出向元事
業主に賃金の補助をした年
月日を記載してください。申
請時点で未だ支払っておら
ず、これから支払う予定の場
合はその支払い予定日を記
載してください。 

当該支給対象期に出向労
働者に対する賃金として、出
向先事業主が出向元事業主
に補助した額を記載してく
ださい。申請時点で未だ支払
っておらず、これから支払う
予定の場合はその支払い予
定額を記載してください。 

出向元事業主が賃金とし
て出向労働者に対して支払
った額（出向先事業主が補助
した額を含みます。）を記載
してください。 
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【出向先事業所賃金補填額・負担額調書 記載例（C型の場合） その２】 

  

出向初期経費は原則として、当該
出向労働者にとって初回の支給対
象期に支給申請することとなりま
す。 

このため原則として、当該出向労
働者の初回の支給対象期に出向初
期経費を申請する場合（※）は、チ
ェックをしてください。 

（※）右上に記載の支給対象期中
に受け入れた出向労働者について、
出向を受け入れるに際してあらか
じめ要した経費がある場合、チェッ
クを付してください。 

ここでチェックを付した出向労
働者について出向初期経費の申請
をする場合は、様式第６号別紙を提
出する必要があります。 

出向労働者を最初に受け入れる予
定の日の前日から起算して６月前の
日から支給対象期の末日までの間
に、出向労働者の受入れに際して、
自ら雇用する雇用保険被保険者を事
業主都合により解雇等（退職勧奨を
含む。）した場合はあるとし、その理
由を記入してください。 

⑩欄にチェックを付している場合
であって、出向先事業所が出向元事
業所と異なる大分類の業種である場
合にはチェックを付してください。 

賃金を除き、支給対象期中に出向
先事業主が出向労働者に対して要
した出向期間中の経費を記載して
ください。 

出向先事業主が出向労働者の賃
金として出向元事業主に補助した
額のうち、出向元事業主が出向労働
者の賃金に充てた額を記載してく
ださい。 

申請時点で未だ賃金として補填
しておらず、これから補填する場合
はその補填予定額を記載してくだ
さい。 
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